
報告第８号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和２年６月２２日報告

小松島市長 中 山 俊 雄
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小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

小松島市国民健康保険税条例（昭和３５年小松島市条例第５号）の一

部を別紙のように改正する。

令和２年３月３１日 専決第６号

小松島市長 濱 田 保 徳
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小松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

令和２年３月３１日

小松島市条例第１５号

小松島市国民健康保険税条例（昭和３５年小松島市条例第５号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２項ただし書中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に

改め，同条第４項ただし書中「１６０，０００円」を「１７０，０００円」

に改める。

第２４条中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に，「１６０，

０００円」を「１７０，０００円」に改め，同条第２号中「２８０，０００

円」を「２８５，０００円」に改め，同条第３号中「５１０，０００円」を

「５２０，０００円」に改める。

附則第４項及び第５項中「第３５条の２第１項」の次に「，第３５条の３

第１項」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，附則第４項及び

第５項の改正規定は，土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第１２号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の

１月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の小松島市国民健康保険税条例の規定は，令和２

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和元年度分までの

国民健康保険税については，なお従前の例による。
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